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４２０ 学校法人九里学園役員等報酬規程 

 

第１章 総則 

 

 （目的） 

第 １ 条 この規程は、学校法人九里学園（以下、「法人」という。）の理事、監事（以

下、「役員」という。）及び顧問、評議員の報酬、賞与及び退任慰労金、費用に関し、

必要な事項を定めたものである。 

 （適用の除外） 

第 ２ 条 顧問、評議員については、第３章の規定は適用しない。 

 （定義） 

第 ３ 条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１） 役員とは、理事及び監事をいう。 

（２） 常勤理事とは、法人において勤務することが常態である者をいう。 

（３） 非常勤理事とは、前２号以外の理事をいう。 

（４） 顧問とは、学校法人九里学園寄附行為（以下、「寄附行為」という。）第１２条

第２項の規定により、理事長が委嘱した者をいう。 

（５） 評議員とは、寄附行為第２２条の規定により定める者をいう。 

（６） 役員、顧問及び評議員の報酬等とは、報酬、賞与、退任慰労金その他の役員とし

ての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わ

ない。この役員の報酬等には、職員の給与規程及び退職金規程に基づくものを含

まない。 

（７） 費用とは、役員及び顧問として職務執行に伴い生じる旅費（日当、交通費、宿泊 

費等）及び手数料等の経費をいう。 

 

    第２章 報酬 

 

 （報酬の決定基準） 

第 ４ 条 役員及び顧問の報酬予算は、評議員会の意見を徴し、理事会において決定する

報酬予算の範囲内とする。 

（１）  （削 除） 

（２）  （削 除） 

（３）  （削 除） 

２ 常勤の役員の執務報酬は【別表１】、非常勤の役員及び顧問の執務報酬は【別表２】 

 のとおりとし、その報酬額は理事会において決定する。 

３ 役員及び顧問、評議員が理事会、評議員会に出席した時、及び臨時に又は特別に法人

の業務に従事したときの執務報酬は、【別表３】に定める基準により支給する。 

４ 年度の中途に就任した役員及び顧問の報酬は、その都度前項の基準に基づき理事長が

決定する。 
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 （報酬の支給） 

第 ５ 条 常勤の役員に対する報酬は、法人職員の給与支給日に支給し、非常勤の役員及び

顧問に対する報酬は、年度末に支給する。ただし、前条第３項に定める役員及び顧問、

評議員に対する報酬は、その都度支給する。 

（報酬の改定等） 

第 ６ 条 常勤の役員が非常勤となったとき、又は非常勤の役員が常勤となったときは、

その服務の実態に応じて新たに報酬額を決定する。 

２ 役員及び顧問が病気その他の事由によって休業し、理事長が認めたときはその任期が

満了するまでは、原則として報酬の変更は行わない。 

３ 報酬に対しては定期の増額は行わない。ただし、法人職員の給与改定が行われたとき

は、その時期に合わせて、報酬の改定を行うことがある。 

 

（削 除） 

（削 除） 

 

第３章 役員の賞与 

 

 （役員の賞与の決定基準） 

第 ７ 条 法人の財政を勘案し可能と認めたときは、役員に賞与を支給する。 

２ 賞与は常勤役員に支給する。非常勤役員には特別の場合を除き支給しない。 

３ 役員の賞与は、報酬月額を基準として法人の職員と同様の支給率で支給する。 

（役員の賞与の支給） 

第 ８ 条 役員の賞与を支給するときは、法人の職員の賞与支給日に支給する。 

 

 （削 除） 

 

   第４章 退任慰労金 

 

（退任慰労金の決定基準） 

第 ９ 条 退任慰労金は、役員及び顧問が次の各号の一に該当して退任するとき、常勤

の役員及び顧問が非常勤となったとき並びに非常勤の役員及び顧問が常勤となったと

き、その在任期間中の功労に報いるために、理事会が決定して支給する。 

（１） 任期満了により退任したとき 

（２） 自己都合により退任したとき 

（３） 傷病又は死亡により退任したとき 

（４） その他やむを得ない事情と認められて退任したとき 

２ 前項第２号及び第４号に該当するときで、退任の日の属する任期の在任期間が１年に 
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満たない場合は、その期間については支給しない。 

３ 在任中、重大な損害を法人に与えた役員及び顧問に対しては、第１０条によって計算

した額から減額して支給することができる。 

（退任慰労金の算定方法） 

第１０条 退任慰労金は、当該役員及び顧問が在任した期間に応じて、次の算式によって

得た額とする。 

役員及び顧問が退任した月の報酬月額（非常勤の役員及び顧問の場合は年額の１／１

２の額）×２×在任期間 

２ 在任期間は年を単位とし、１年に満たない部分は１２か月分の月数として月未満の日

数は切捨てる。 

 

     （削 除） 

 

（遺族の範囲及び順位） 

第１１条 役員及び顧問が在任中死亡したときの退任慰労金は、その遺族に支給する。遺

族の範囲及び順位は、学校法人九里学園退職金支給規程第１３条の規定を準用する。 

 

     （削 除） 

 

（退任慰労金の支給） 

第１２条 退任慰労金は、退任又は死亡の日から３か月以内に支給するものとする。 

 （費用） 

第１３条 役員には、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。 

２ 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。 

 （公表） 

第１４条 この法人は、この規則をもって、私立学校法第６３条の２第４号に定める報酬

等の支給の基準として公表する。 

（規程の改廃等） 

第１５条 この規程の改廃は、評議員会に意見を徴したうえで理事会の決議により行う。 

２ この規程の実施に関連して必要な事項が生じた場合には、理事長がこれを定める。 

 

 

 

附 則 

１ この規程は、昭和５２年２月９日より実施する。 

２ この規程は、昭和５８年１月１日より一部改正実施する。 

３ 在任期間の計算は、学校法人成立の日（昭和３４年１２月２１日）以後の就任日を起 
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点として計算し、昭和５２年２月８日以前の期間を除外するものではない。 

４ この規程は、昭和６２年９月２６日より実施する。 

５ この規程は、２０２０年４月１日より実施する。 

６ この規程は、２０２１年４月１日より改正施行する。 
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